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(57)【要約】
【課題】茶花からティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類を高含量かつ
高収率で抽出する工業的有利な方法を提供する。
【解決手段】茶花をエタノール濃度が３５容量％以上、６０容量％未満であるエタノール
含有水溶液で抽出し、抽出液からティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン
類を採取することを特徴とする、ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン
類の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶花をエタノールの濃度が３５容量％以上、６０容量％未満であるエタノール含有水溶
液で抽出し、抽出液からティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類を採取
することを特徴とする、ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類の製造
方法。
【請求項２】
　エタノール含有水溶液におけるエタノールの１０容量％以下がｎ－プロパノールで置き
換えられている請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　エタノール含有水溶液におけるエタノールの１０容量％以下がアセトンで置き換えられ
ている請求項１または２記載の製造方法。
【請求項４】
　抽出が炭酸ガスを用いるバブリング条件下に行なわれることを特徴とする、請求項１～
３のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、茶花をエタノール含有水溶液で抽出し、抽出液からティーサポニン類および
／またはフロラティアサポニン類を採取することを特徴とする、ティーサポニン類および
／またはフロラティアサポニン類の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ツバキ科 (Theaceae)植物ツバキ属 (Camellia L.)に属するチャ (Camellia sinensis、
別名Thea sinensis)は、本来、熱帯および亜熱帯性の植物であるが、インド、スリランカ
、インドネシア、中国および日本などアジアにおいて広く自生または栽培されている常緑
樹である（特許文献１）。
【０００３】
　上記チャを基源植物とする通常チャまたはアッサムチャと称される植物の花部（以下、
茶花と略称する）の抽出物が抗アレルギー活性、腸運動亢進作用、腸閉塞又は便秘の予防
もしくは改善作用、膵リパーゼ活性阻害作用、遊離脂肪酸産生抑制作用および抗肥満又は
高脂血症予防作用（特許文献２～４）を有するため、健康食品、サプリメント、医薬等製
造原料として、有用であることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－７００１８号公報
【特許文献２】特開２００９－５７３６５号公報
【特許文献３】特開２００６－７００１８号公報
【特許文献４】特開２００８－２４６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　茶花からティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類の工業的に有利な抽
出方法について、種々の提案があるが、未だに工業的な製造方法として満足できるものは
ない。
【０００６】
　すなわち、特許文献４には、茶花の抽出溶媒について水あるいは低級脂肪族アルコール
またはそれらの混液が挙げられており、抽出効率の観点から、水と低級アルコ－ルの混液
については含水率が３０容量％までの含水アルコールが推奨されている。
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【０００７】
　しかしながら、６０容量％以上のアルコール類、即ち、含水率が３０容量％までの含水
アルコールを含む含水率が４０容量％までの含水アルコールは引火しやすく、危険である
という重大な欠陥を有する（危険物の規制に関する規則第１条の３第４項２号参照）。
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意検討を重ねた結果、意外にもエタノー
ル濃度が３５容量％以上、６０容量％未満であるエタノール含有水溶液は、８０容量％エ
タノール含有水溶液とは異なり、消防法上の危険性が存在しないにも拘わらず、抽出効率
は８０容量％エタノールと同等またはそれ以上の抽出効率を示すという、当業者にとって
全く予想外の新知見を得た。
【０００９】
　さらに、本発明者らは、上記新知見において、エタノール含有水溶液におけるエタノー
ルの一部をｎ－プロパノールおよび／またはアセトンと置き換えることにより、抽出効率
がさらに上昇するという顕著な効果を見出した。この場合における、ｎ－プロパノールお
よびアセトンの含有量は、通常１０容量％以下である。
【００１０】
　また、上記本発明特有のエタノール含有水溶液による、ティーサポニン類および／また
はフロラティアサポニン類の抽出を炭酸ガスを用いたバブリング条件下で行なうことによ
り、さらに抽出効率が上昇するという予期できない効果を奏するという新知見をも得た。
【００１１】
　本発明者らは、これら驚くべき新知見を得た後、さらに研究を続けることによって、本
発明を完成させた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　すなわち、本発明は、
［１］茶花をエタノール濃度が３５容量％以上、６０容量％未満であるエタノール含有水
溶液で抽出し、抽出液からティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類を採
取することを特徴とする、ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類の製
造方法、
［２］エタノール含有水溶液におけるエタノールの１０容量％以下がｎ－プロパノールで
置き換えられている［１］記載の製造方法、
［３］エタノール含有水溶液におけるエタノールの１０容量％以下がアセトンで置き換え
られている［１］または［２］記載の製造方法、および
［４］抽出が炭酸ガスを用いるバブリング条件下に行なわれることを特徴とする、［１］
～［３］のいずれかに記載の製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類を含有する
抽出物が高含量、高収率かつ安全で工業的有利に製造できる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明において、用いられるチャ花とは、ツバキ科 (Theaceae)植物ツバキ属 (Camelli
a L.)に属するチャ (Camellia sinensis、別名Thea sinensis)の花部、すなわち、雌しべ
、雄しべ、花弁、萼、苞葉、花軸、花柄等を含むいわゆる花、花芽および蕾などを意味す
る。
【００１５】
　本発明において、通常チャまたはアッサムチャと称される植物の花部は、採取したもの
をそのまま、または乾燥して用いることができる。これらの花部を、さらに粉砕、破砕、
切断またはすり潰し等の処理に付して用いることができる。抽出効率の観点からは、これ
らの花部を抽出処理前に上記の処理に付すのが好ましい。所望により、これらの乾燥、冷
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凍、発酵させたものでも良い。
【００１６】
　なお、通常、上記のチャは、主として２変種、すなわち、いわゆる緑茶製造に適する中
国種var. sinensisおよび紅茶製造に適するアッサム種var. assamica (Mast.) Kitamに、
またはこれらの雑種に分類されるが、本発明におけるチャ花の原料としては、ツバキ科ツ
バキ属に属するものであれば、どのようなものでもよく、上記のいずれかに限定されるも
のではない。
【００１７】
　本発明の抽出溶媒に関して、ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類
の抽出効率の観点から、抽出溶媒であるエタノール含有水溶液のエタノール濃度の下限値
については、３５容量％以上含有するものであれば良く、好ましくは４０容量％以上含有
するものであり、より好ましくは４５容量％以上含有するものである。
【００１８】
　また、抽出溶媒のエタノール濃度の上限値は６０容量％未満であることが好ましく、５
５容量％以下であることがより好ましい。エタノール濃度が６０容量％以上であれば、引
火しやすく、危険であり、さらに消防法２条７項で定められる危険物として取り扱わなけ
ればならず（危険物の規制に関する規則第１条の３第４項２号）、防爆装置および防爆施
設等が必要となるため、生産工場の設備に多大なコストが要求され、工業生産上、不適格
である。
【００１９】
　さらに、上記抽出溶媒中のエタノールの一部をｎ－プロパノールおよび／またはアセト
ンで置換することが好ましく、こうすることにより、ティーサポニン類および／またはフ
ロラティアサポニン類を高収率で高純度、かつ、より選択的に抽出することができる。
【００２０】
　抽出溶媒中のｎ－プロパノールおよび／またはアセトンとして、それらのそれぞれが上
記エタノールの０．５～１０容量％以下を置換することが好ましく、１～８容量％以下で
あることがより好ましく、２～５容量％以下であることがさらにより好ましい。
【００２１】
　また、抽出が炭酸ガスを用いるバブリング条件下に行なわれることによって、フロラテ
ィアサポニン類、特にフロラティアサポニンＡおよびＤを、より選択的に抽出することが
できる。炭酸ガスのバブリングによって、抽出溶媒における炭酸ガス濃度を常に飽和状態
に保つのが良い。
【００２２】
　本発明における、抽出溶媒として使用されるエタノール含有水溶液は、水、エタノール
、アセトン、ｎ－プロパノール以外に例えばジオキサン、ジエチルエーテル、酢酸エチル
など適宜の抽出媒体を含んでいても良い。
【００２３】
　なお、抽出は、熱時または室温で行うことができ、抽出温度は、室温と溶媒の沸点の間
で任意に設定できる。熱時抽出の場合、例えば、50℃～抽出溶媒の沸点の温度で、振盪 (
または撹拌)下もしくは非振盪下または還流下に、チャ花の花部を上記の抽出溶媒に浸漬
することによって行うのが適当である。抽出材料を振盪下に浸漬する場合には、３０分間
～５時間程度行うのが適当であり、非振盪下に浸漬する場合には、１時間～２０日間程度
行うのが適当である。また、抽出溶媒の還流下に抽出するときは、３０分～数時間加熱還
流するのが好ましい。
【００２４】
　また、５０℃より低い温度で浸漬して抽出することも可能であるが、その場合には、上
記の時間よりも長時間浸漬するのが好ましい。抽出操作は、同一材料について１回だけ行
っても良いが、複数回、例えば、２～５回程度繰り返すのが抽出効率の点から好ましい。
【００２５】
　炭酸ガスを用いるバブリング条件下とは、特に限定されるものではないが、例えば、抽
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出溶媒を攪拌しながら、注入管により炭酸ガスをゆっくり注入し、炭酸ガスが抽出溶媒中
に飽和し、抽出溶媒より、余剰の炭酸ガスが見えるまで注入する方法が好ましい。このと
きのｐＨは約４．０～５．０程度が好ましい。
【００２６】
　上記炭酸ガスを注入することにより、ｐＨが注入前の５．５程度から４．０～５．０程
度に低下することにより、フロラティアサポニン類のカルボン酸の乖離が抑えられ、有機
溶媒層に取りこまれ易くなるため、特にフロラティアサポニンＡおよびＤの収率が向上す
ると考えられる。
【００２７】
　固形物を、抽出後にろ別して得られる抽出液は、常法により濃縮して抽出エキスとして
も良い。濃縮は、減圧下で行うのが好ましい。濃縮は抽出液が乾固するまで行っても良い
。抽出物は、粉末状または凍結乾燥品等としても良い。これらの固形物とする方法は、既
に充分確立されているので、本発明において当該分野で公知の方法を採用することができ
る。
【００２８】
　したがって、本発明における抽出物とは、本発明によって製造される製造される抽出液
、抽出エキス、濃縮乾固物または凍結乾燥物のいずれも意味するが、本発明による抽出物
は、精製せずに医薬品等の原料としてそのまま用いることもでき、いずれの場合にも本発
明の一部を構成している。
【００２９】
　しかしながら、本発明では、抽出液を濃縮した抽出物を、溶媒による分配抽出、すなわ
ち、水と非水和性有機溶媒とを用いる分配抽出に単回または複数回付し、有機溶媒可溶画
分と水溶性画分として分離することができる。
【００３０】
　非水和性有機溶媒としては、酢酸エチル、n-ブタノール、ヘキサン、クロロホルムなど
が挙げられるが、中でも酢酸エチルが好ましい。すなわち、茶花の水または含水低級アル
コール抽出物を濃縮して得られた抽出物を、所望により、例えば、酢酸エチルと水を用い
て分配し、酢酸エチル可溶画分と水溶性画分として得ることができる。
【００３１】
　また、上記で得られる水溶性画分を、さらに水と非水和性有機溶媒を用いる分配抽出に
付し、有機溶媒可溶画分と水溶性画分として分離することができる。
　この場合の非水和性有機溶媒としては、例えば、n-ブタノール、ヘキサン、クロロホル
ムなどが挙げられるが、中でもn-ブタノールが好ましい。
　すなわち、上記の酢酸エチルと水との分配後の水溶性画分をそのままｎ-ブタノールと
の分配に付すか、または該水溶性画分を濃縮して得られる残渣をさらに水とｎ-ブタノー
ルとの分配に付し、n-ブタノール画分と水溶性画分を得ることができる。目的物質である
ティーサポニン類および／またはフロラティアサポニン類は水溶性画分に含まれる。
【００３２】
　分配抽出は、当該分野で通常行われる撹拌もしくは振盪分配法または液滴向流分配法な
どの常法に従って行うことができる。例えば、室温下、振盪下または非振盪下に、抽出エ
キスなどに対して、非水和性有機溶媒と水とを０．１～１０倍 (容量)程度 (１:１０～１
０:１（容量比）)加えて行うのが適当である。
【００３３】
　なお、上記のアルコール抽出物および各分配抽出物は、上記のいずれの段階においても
、濃縮する前後に精製処理に付すことができる。精製処理には、上記の溶媒による分配抽
出以外に、当業者に公知の転溶、濃縮、凍結乾燥、結晶化、再結晶、クロマトグラフ法、
イオン交換クロマトグラフ法等を単独で、または組み合わせて採用することができる。例
えば、クロマトグラフ法としては、順相もしくは逆相担体またはイオン交換樹脂を用いる
カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィーまた
は遠心液体クロマトグラフィー等のいずれか、またはそれらを組み合わせて行う方法が挙
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げられる。この際の担体、溶出溶媒等の精製条件は、各種クロマトグラフィーに対応して
適宜選択することができ、上記の精製処理、ティーサポニン類の化学構造、フロラティア
サポニン類の化学構造は既に公知の技術水準に属する（例えば、特許第４７７１７１３、
５３４１３８２、５２７５６７８、５１４９４９４号、特開２００９－５７３６５、２０
０９－２４９３７４等参照）。具体的には、ティーサポニン類としては、例えば、ティー
サポニンＡ、Ｂ、Ｃ等が挙げられ、フロラティアサポニン類としては、例えば、フロラテ
ィアサポニンＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｉ等が挙げられる。
【実施例】
【００３４】
　以下、本発明の茶花抽出物の製造方法を具体的に説明するが、以下の実施例は、本発明
を説明するためのものであり、本発明をなんら制限するものではない。
【００３５】
　なお、実施例では、特に記載がない限り、以下の各種溶媒、クロマトグラフィー用担体
およびHPLC用カラムならびに各種分析器機を用いた：
茶花：京都グレイン製、茶花
珪藻土：昭和化学工業社製　珪藻土
エタノール：ナカライテスク社製、一級
ｎ－プロパノール：ナカライデスク社製、一級
ｎ－ブタノール：ナカライテスク社製、一級
アセトン：ナカライテスク社製、一級
アセトニトリル：ナカライテスク社製、一級
【００３６】
実施例１
　茶花１００ｇに、６００ｍＬの水および４００ｍＬのエタノールを加えて、常温で１６
時間攪拌した後、珪藻土１０ｇを加えて濾過し、濾過液を得た。この液を３６０ｇになる
まで６０℃で濃縮してエタノールを除去した後、常套の凍結乾燥法により茶花抽出物の粉
末を得た。
【００３７】
実施例２
　茶花１００ｇに対し、５００ｍＬの水および５００ｍＬのエタノールを加えることとし
た以外は、実施例１と同様の方法で茶花抽出物の粉末を得た。
【００３８】
実施例３
　茶花１００ｇに対し、５００ｍＬの水、４５０ｍＬのエタノールおよび５０ｍＬのｎ－
プロパノールを加えることとした以外は、実施例１と同様の方法で茶花抽出物の粉末を得
た。
【００３９】
実施例４
　茶花１００ｇに対し、５００ｍＬの水、４５０ｍＬのエタノールおよび５０ｍＬのアセ
トンを加えることとした以外は、実施例１と同様の方法で茶花抽出物の粉末を得た。
【００４０】
実施例５
　茶花１００ｇに対し、５００ｍＬの水および５００ｍＬのエタノールを加えて、二酸化
炭素をバブリングさせながら、常温で１６時間攪拌した以外は実験例１と同様の方法で茶
花抽出物の粉末を得た。なお、上記バブリング条件下とは、上記抽出溶媒を攪拌しながら
、炭酸ガスを注入管によりゆっくりと２０分間注入し、炭酸ガスが抽出溶媒中に飽和し、
抽出溶媒より、余剰の炭酸ガスが見えるまで注入した。なお、このときのｐＨは４．８で
あった。
【００４１】
比較例１
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　茶花１００gに対し、９５℃の熱水１０００ｍＬを添加し、９５℃で１６時間撹拌した
後、珪藻土１０gを加えて濾過し、濾過液を得た。この液を常套の凍結乾燥法により茶花
抽出物の粉末を得た。
【００４２】
比較例２
　茶花１００gに対し、２００ｍＬの水および８００ｍＬのエタノールを加えること以外
は実施例１と同様の方法で茶花抽出物の粉末を得た。
【００４３】
サポニン類含量の測定方法
　上記実施例１～５および比較例１～２で得られた茶花抽出物の粉末１００mgを、それぞ
れ５０%含水エタノール１０mLに加えて１５分間超音波処理を行いながら溶解させる。こ
れらの液を２５００rpmで１０分間遠心分離を行い、上澄み液を試料溶液とする。別途、
ティーサポニンＢ標準品（神戸天然物研究所製）約２mgを精密に量り、５０%含水エタノ
ール２０mLに溶かして標準溶液とした。試料溶液および標準溶液１００μLにつき、以下
の条件でHPLC分析し、標準溶液のティーサポニンＢのピーク面積(As)および試料溶液のト
ータルサポニン（ティーサポニン類とフロラティアサポニン類の総和）のピーク面積(Tal
l)、フロラティアサポニン類のピーク面積(Fall)、ティーサポニン類のピーク面積(Call)
を求め、次式によりそれぞれの含量を計算する。
　トータルサポニン含量（%）＝(Tall/As）×（Ws/Wt）×50
　フロラティアサポニン類含量（%）＝(Fall/As）×（Ws/Wt）×50
　ティーサポニン類含量　（%）＝(Call/As）×（Ws/Wt）×50
　　　　　Ws：ティーサポニンＢ標準品の採取量(mg)
　　　　　Wt：茶花抽出物の採取量(mg)
　なお、トータルサポニンのピーク面積は試料溶液の保持時間１０～６５分間に検出され
たピークの合計面積、フロラティアサポニン類のピーク面積は試料溶液の保持時間１０～
２５分間に検出されたピークの合計面積、ティーサポニン類のピーク面積は試料溶液の保
持時間２５～６５分間に検出されたピークの合計面積である。
【００４４】
HPLC条件
　検出器：紫外吸光光度計（測定波長：230ｎｍ）
　カラム：COSMOSIL５C18-MS-II,4.6mmID×250mm（ナカライテック）
　カラム温度：40℃付近の一定温度
　移動相：リン酸二水素カリウム1.36gに水を加えて1000mLとし、リン酸を加えてｐＨ2.3
に調整する。この液350mLにメタノール650mLを加える。
　流　速：1.0ml/分
【００４５】
　上記試料溶液の各ピーク面積から、得られたそれぞれのサポニン類の含有量を計算して
収率を以下の表１に示した。
【００４６】
【表１】
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